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当園は緑豊かな武蔵野丘陵に位置し、自然との調和と開放的な環境が特徴です。

居室数は全３３室（４人２５室・２人２室・１人６室）、他ショートステイ室（３

人２室）となっております。各種クラブ活動や四季折々の行事（花見物・イル

ミネーション見物等）、選択食やイベント食等を行い、御利用者様とのふれあい

を大切にしながら、介護サービスを提供しております。

《１．研究前の状況と課題》

 平成２０年度の車椅子利用者数は全体の

約９割、食事介助（一部介助も含む）を要す

る御利用者様は全体の約６割であった。

 食事時の人的・物理的環境に対しての配慮

（御利用者様の目線に合わせた姿勢での食

事介助方法、車椅子から椅子への乗り換え

等）が不十分であった。

 また、車椅子離床時に姿勢崩れがみられて

いても、具体的な対応策（クションの選定、

プッシュアップの実施等）が不明確であり、

全職員が、統一した対応をする事が不十分で

あった。

 上記に示した状況から、今後の課題とし

て、車椅子離床時の姿勢や椅子の用い方など

“統一した”“根拠のある対応”を全職員が

判断し、実行できるかが求められていた。

《２．研究の目標と期待する成果・目的》

 施設全体で問題解決や、改善活動に取り組

む為、“嚥下・シーティング委員会”を発足

した。

 まず、嚥下機能を維持するとともに、食事

時の人的・物理的環境改善をはかる事で、食

事形態、自立度の維持・向上にも繋がること

が期待された。具体的な取り組みとして、椅

子（御利用者様、介助者用）やテーブルの使

用、食事前の嚥下体操（対象者として、食事

介助を要する御利用者様も含む）の取り組み

に目を向けた。

 また、車椅子離床時の姿勢崩れについて

は、クッションの挿入や使用車椅子の対応を

継続的に御利用者様に提供していく為、シー

ティング評価表を作成した。それにより、全

職員が統一した対応が出来るようになるの

ではないかと期待した。
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《３．具体的な取り組みの内容》

【嚥下・シーティング委員会の取り組み】

＜平成２１年度＞

 ４月：嚥下・シーティング委員会発足

    食事形態の改善

 ７月：外来講師による勉強会

    （体圧、クッション使用方法等）

１０月：嚥下体操取り組み開始

         （機能訓練指導員中心）

１１月：委員による勉強会

    （シーティング、車椅子体験等）

＜平成２２年度＞

 ４月：食事環境整備

     （低床テーブル導入）

 ７月：シーティングマニュアル、

     シーティングチェック表作成

１１月：外来講師による勉強会

         （体圧、背抜き等）

 ３月：嚥下体操取り組み再検討

          （介護現場中心）

＜平成２３年度＞

 ４月：全車椅子使用御利用者様の

     シーティングチェック表作成

【嚥下・シーティング委員会の構成】

 介護職員、管理栄養士、生活相談員

  機能訓練指導員、ケアマネージャー

【取り組みの注意点】

 評価時は複数名で実施し、御利用者様の負

担軽減に努めた。

《４．取り組みの結果と考察》

 平成２３年度の第三者評価機関より「移動

の支援」では『ADL に合致した車椅子の検
討、背中の傾斜、パットの使用などの対応は

秀逸』、「掲示物」では『ホール嚥下体操手順

も見やすい』との評価を得た。

 平成２３年度に食事時の車椅子から椅子

への乗り換えを実施したのは６名である。

 また、平成２３年度の車椅子利用者数は全

体の約８割、食事介助（一部介助含む）を要

する御利用者様は全体の約５割であった。

《５．まとめ、結論》

 現在、シーティング評価表を基に対応の統

一化を図っているが、常に変化する身体機能

に合わせた車椅子変更等の申し送りが不十

分である。今後、対応の統一化を図っていく

為、情報伝達方法や評価表の再検討が課題で

ある。しかし、現在のシーティング評価表を

作成し、全介護職員が評価を行った事で、委

員以外でも体圧測定器を使用する事が出来

るようになった。また、外来講師による勉強

会による知識と共に、御利用者様の状態につ

いて認識する機会が出来た。

 また、嚥下機能維持を行う嚥下体操は、御

利用者様の状態に合わせた声掛けの意識向

上が必要ではあるが、現在介護職員が週に１

度実施していく機会を得ている。

 今回の取り組みを通し、車椅子シーティン

グや食事環境等を見直すことで「食事面」「身

体面」において御利用者様のみならず、職員

の意識向上がみられたと感じた。

《６．倫理的配慮に関する事項》

 当施設の「個人情報保護規定」に基づき、

個人情報の収集、利用、提供に注意し倫理的

配慮をした。

《７．参考文献》

１）基礎から学ぶ介護シリーズ

これであなたも車いす介助のプロに！

２）おはよう２１ ２００９年４月号

《８．提案と発信》

今回の研究を通し、御利用者様にとっての食

事環境や、車椅子シーティングの意義を施設全

体で考え、取り組むことができた。車椅子シー

ティングについては、専門的知識が求められる

が、継続的に統一したケアを提供していく為に

は、施設全職員の協力が不可欠であると痛感し

た。

【メモ欄】


